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令和６年第１回板野町議会定例会会議録（第１日）

日 時 令和６年３月４日（月） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事の報告（上程議案）

議案第 １ 号 板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

議案第 ２ 号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

議案第 ３ 号 板野町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

議案第 ４ 号 板野町国民健康保険税条例の一部改正について

議案第 ５ 号 板野町介護保険条例の一部改正について

議案第 ６ 号 板野町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

議案第 ７ 号 板野町上水道事業給水条例の一部改正について

議案第 ８ 号 令和５年度 板野町一般会計補正予算（第１０号）

議案第 ９ 号 令和５年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第３号）

議案第１０号 令和５年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第２号）

議案第１１号 令和５年度 板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第１２号 令和５年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第３号）

議案第１３号 令和６年度 板野町一般会計予算

議案第１４号 令和６年度 板野町特別会計国民健康保険予算

議案第１５号 令和６年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第１６号 令和６年度 板野町奨学金貸与事業特別会計予算

議案第１７号 令和６年度 板野町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１８号 令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計予算

議案第１９号 令和６年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計予算

議案第２０号 令和６年度 板野町下水道事業会計予算

議案第２１号 令和６年度 板野町水道事業会計予算

議案第２２号 町道路線の認定について

議案第２３号 人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて
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議案第２４号 人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて

日程第４ 町長の施政方針並びに提案理由の説明

本日の会議に付した事件 議事日程に同じ

出席議員（１２名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 草 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君

９番 東 條 昭 二 君 10番 松 浦 昶 君

11番 石 田 実 君 12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（なし）

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君 下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君

子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君 住 民 課 長 山 田 裕 子 君

教育委員会次長 井 内 幸 美 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時００分 開会

○議長（水口昭彦君） おはようございます。令和６年第１回板野町議会定例会の開会に当たり、

ひとこと御挨拶を申し上げます。議員の皆様には、公私何かと御多忙のところ早速、御出席を賜り

厚くお礼を申し上げます。また、日頃は、本町議会の運営に格段の御高配と御協力をいただき、併

せてお礼を申し上げます。
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さて、２月２７日に告示されました本町議会定例会が本日、開会の運びとなりました。今定例会

の提出議案につきましては、後ほど、詳細説明がありますが「令和６年度板野町一般会計当初予算」

を始め、新年度の行財政全般を審議する重要な議会であります。また、今定例会の会期につきまし

ても後ほど、お諮りを申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

１月に発生しました能登半島地震では、まだ多くの方々が避難生活を送られております。一日も

早い安心安全な生活になりますよう、お祈り申し上げます。

さて、全国的に新型コロナと季節性インフルエンザが同時流行といわれておりますが、２月下旬

頃から感染者が減少傾向になってきております。しかしながら、皆様には引き続き、基本的な感染

予防対策を心掛けていただければと思います。３月に入り、暖かさを感じる季節となりましたが、

朝夕は、まだまだ寒さが続いております。議員各位には、十分に御自愛いただき、今定例会の議会

運営に格段の御協力を賜りますよう、お願い申し上げ、開会の御挨拶とします。

ただいま、出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、令和６年第１回板野町議会定

例会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。

ここで、諸般の御報告などを申し上げます。県内、公立高校の一般選抜入学試験が２月の育成型

選抜・連携型選抜入学試験に続いて、今月５日と６日の２日間に実施をされますが、町内の受験を

される生徒の皆さん全員が合格されますことを心からお祈り申し上げます。

去る２月２８日に第７８回徳島県町村議会議長会定期総会が開催され、県議長会の令和６年度一

般会計歳入歳出予算や決議・県への要望事項等が協議され、全議案が満場一致で承認されました。

なお、本年１月２５日・２９日・２月２日の３日間にわたり実施されました令和５年度定例監査

の結果につきまして、お手元に配付のとおり監査委員より報告書の提出がありましたので、御報告

申し上げます。また、１１月分・１２月分・１月分の例月出納検査結果につきまして、お手元に配

付のとおり監査委員より報告書の提出がありましたので、併せて御報告申し上げます。

以上で、報告は終わります。

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員につきましては、会議規則第

１２０条の規定により議長が指名することになっております。ただいまから、その指名をします。

１０番松浦 昶議員・１１番石田 実議員・１番犬伏雅啓議員の３氏を会議録署名議員に指名しま

す。日程第２、「会期の決定」を議題とします。

お諮りします。２月２７日、今定例会の件について、議会運営委員会が開催され、その協議の結

果、今定例会の会期は、本日から３月１８日までの１５日間と決しましたが、これに御異議ござい

ませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１８日までの１５日間と決定しました。

なお、今会期中の日程につきましては、お手元に配付の会期日程表のとおりです。

日程第３、「議事の報告」をします。
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今定例会における審議案件は、お手元にお届けしてありますとおり議案２４件を上程します。

御審議のほど、よろしくお願いします。

日程第４、「町長の施政方針並びに提案理由の説明」を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 皆様おはようございます。明日５日は、２４節気の啓蟄でございます。

日ごとに暖かさを感じ、草木が芽吹き始める季節となってまいりました。

令和６年第１回板野町議会定例会の開会に当たりまして、ひとこと御挨拶を申し上げます。議員

各位におかれましては、公私何かと御多忙の中、早速、御参会を賜り、厚くお礼申し上げますとと

もに、ますます御健勝にて御活躍の段、心からお喜びを申し上げます。日頃は、本町行政各般にわ

たりまして、格別の御指導・御協力を賜っておりますこと重ねてお礼を申し上げます。

まず、初めに今年の１月１日に発生をいたしました能登半島地震から２か月が経過しました。現

在におきましても、大勢の方々が避難生活を余儀なくされておりますが、一日も早い復旧復興をお

祈り申し上げますとともに、被災地支援のために、避難所運営や保健指導に従事されている自治体

職員を始め、多くの方々に敬意を表するとともに感謝を申し上げたいと存じます。

２月９日の令和６年第１回板野町議会臨時会で報告をさせていただきましたが、能登半島地震で

１月１８日から２３日までの間、町村会からは最初の避難所運営第５陣として、福祉保健課、楠本

課長が輪島市門前地区において避難所支援に従事してまいりました。また、２月１日から６日まで

の間、保健師チーム第９班として、同じく輪島市において、避難所でなく自宅で生活をされている

要支援者の健康管理業務に従事してまいりました。さらに、３月１４日からの７日間、避難所運営

及び罹災証明書の交付等の支援で２１陣として、本町から１名の職員を派遣する予定でございます。

今後は、罹災証明事務にも人手を要するとのことで、被災地支援につきましては、私自身、徳島

県町村会の会長として、また、本町といたしましても積極的に取り組んでまいりたいと存じます。

さて、今定例会で御審議を賜ります案件は「板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について」など、議案２４件でございます。御審議を賜りまして、御議決・御同

意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

施政方針並びに提案理由の御説明を申し上げます前に、国の経済動向及び県内の経済状況や、財

政運営に係ります主要事業への取組につきまして、お話を申し上げたいと存じます。

昨年は、ロシア・ウクライナ情勢の長期化、イスラエルを中心とした中東情勢など、非常に不安

定な状況が続き、各国の政治や経済が大きく影響を受けた１年でございました。

今年８月には、パリの夏季オリンピック・パラリンピックの開催、約２０年ぶりとなる新紙幣の

発行など、国内外で様々なイベントがあり、大きな転換の年になると思われます。そのような状況

の中、国や県の経済動向を見てみますと、景気は、このところ緩やかに回復しているとのことでご

ざいます。先行きについては、物価上昇・供給面での制約・金融資本市場の変動等の影響に十分注

意する必要があり、更に令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分注意する必要があるとの
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ことでございます。

続いて、２月９日の議会議員全員協議会でも御報告をさせていただきましたが、令和６年度の新

たな事業についてでございます。まず「板野町町制施行７０周年記念事業について」でございます。

板野町は、昭和３０年２月１１日に旧の板西町・栄村・松坂村が合併し、令和７年２月１１日に

満７０歳を迎えます。町制施行７０周年の節目の年を町の更なる発展のスタートの年と位置づけ、

令和７年２月１１日に記念式典を開催いたします。また、町制施行７０周年記念事業として、映画

の制作や町勢要覧の作成、記念事業に対する助成金の交付、更には、あせび温泉やすらぎの郷の無

料開放など７０周年にふさわしい事業が実施できるよう準備を進めているところでございます。こ

の映画制作につきましては、「多文化共生」や「人間らしい生き方」をテーマに、市制２０周年を

迎える吉野川市と共同で制作する予定でございます。

次に、「板野町集会所管理運営費補助金交付事業について」でございます。現在、地域で管理を

いただいております集会所がございます。集会所の維持管理費につきましては、そのほとんどが地

域で負担を頂いておりますが、地域住民の皆様の高齢化や世帯数の減少などにより、地域の負担が

増えている状況でございます。そのため、町が管理している老人憩の家や教育集会所などを除き、

地域で管理している集会所の運営に要する電気・ガスなどの水道光熱費や消耗品を対象に年間、上

限５万円として補助金を交付させていただくべく準備を進めているところでございます。

次に、阿波市・上板町とともに進めております「新ごみ処理施設整備について」でございますが、

今までにも申し上げておりますとおり、周辺住民の皆様との約束の期限までに新たな施設の稼働開

始が見込めない状況であります。このことから、現在、稼働中の施設の周辺住民の皆様に対して、

中央広域環境施設組合で、私も出席いたしまして一昨日の３月２日に旧土成町、昨日の３月３日に

は、旧吉野町で説明会を開催し、現施設の今後の運営方針などについて、説明をさせていただきま

した。くわえて、新ごみ処理施設の建設予定地周辺住民の皆様に対しては、３月中に現状の説明会

をする予定となっております。

次に、「広域火葬場整備事業について」でございます。２月９日の全員協議会で、幹事会を立ち

上げた旨の御報告をさせていただきました。その後、２月１９日に火葬場の広域整備事業の都市計

画決定に向け、都市計画素案に関する説明会が石井町で実施されました。

今後、建設及び管理運営等について、石井町・神山町・板野町３町で協議を進め、新火葬場が一

日も早く稼働できるよう進めてまいります。また、令和６年当初予算では、広域火葬場整備事業者

選定業務や生活環境影響調査に関する費用を計上させていただいておりますので、御議決を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

続いて、子育て支援に関連した新規事業でございます。まず、「子どもはぐくみ医療費助成制度

について」でございます。現在、徳島県が実施しております「子どもはぐくみ医療費助成制度」に

おける対象者は、中学校卒業までで、３歳以上の通院、６歳以上の入院については、一つの医療機

関で１か月につき６００円の自己負担が必要で、所得制限がございます。そのため、板野町では、
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独自の施策として、平成２２年度より自己負担額を無料とした上で、所得制限も撤廃し、平成３１

年４月からは高校生も対象となるよう拡大し、高校生については１医療機関で１か月につき６００

円の自己負担をお願いをしてまいりました。

令和６年４月から、徳島県のはぐくみ医療につきましては、所得制限を撤廃した上で、対象者を

高校生年齢まで拡大するようでございますが、６００円の自己負担は、そのまま継続されますので、

本町の追加施策といたしまして、自己負担分を町で負担をさせていただきます。本事業を実施する

ことで、板野町では、生まれてから１８歳までの医療費全てを無償化とさせていただくところでも

ございます。

次に、「板野町不妊治療補助事業」でございます。現在、不妊に悩む御夫婦の割合は、年々増加

傾向にあり、厚生労働省の統計では、総出生数が年々減少する中、体外受精で生まれる子どもの割

合は増加しているようでございます。

本町でも、平成２９年４月から令和４年３月まで、「こうのとり応援事業」を実施しておりまし

たが、令和４年４月からは、特定不妊治療が保険適用となったことから、不妊治療の保険適用後の

本人負担額に対し、新たな助成制度を開始し、年間１０万円を上限に子どもを望む御夫婦への経済

的負担の軽減を図ってまいります。

続いて、防災に関連した新規事業でございます。まず、「女性消防団活動事業について」でござ

います。地域の防災力や安心安全のまちづくりに対し、女性の視点が注目を浴びており、能登半島

地震発生後、避難所運営に関して、災害時の女性の役割が注目されております。

令和６年度には、板野町第５分団となる女性消防団を発足させ、今後、南海トラフ巨大地震、中

央構造線・活断層帯直下型地震の発生を見据え、防災の知識を持った女性の参画、女性ならではの

避難所運営、更には、現在、活動中の分団への後方支援の取組を進めたいと考えております。

次に、「災害対策用備品整備事業について」でございます。大規模災害時に、避難者の衛生環境

の向上を目的に水環境システムによる簡易シャワーと、断水時に対応できる給水タンク積載用車両

を整備します。避難所生活で衛生環境の意識向上や感染症対策として、シャワーを浴びることが効

果的であるとされており、今回導入する「ＷＯＴＡ ＢＯＸ」につきましては、排水の９８％以上

を再生し、循環利用することができ、貴重な水を有効活用することができます。この「ＷＯＴＡ

ＢＯＸ」は、持ち運びが可能であるため、水道の復旧状況や避難所の状況に合わせた運用が可能で

ございます。能登半島地震や過去の大規模災害においても、大規模な断水に対応するため、本町で

は、道の駅防災区域内に６０ｔの飲料水が確保できる耐震性貯水槽を整備をしております。

大災害時には、この耐震性貯水槽の水を利用して、命に直結する水を安全衛生面を確保したまま

運搬が可能となるよう現在、保持している給水タンクを積載するための車両を配置し、いち早く各

避難所等へ供給することができるよう整備を行ってまいります。

あわせて、防災・減災対策の取組といたしまして、令和５年度、道の駅「いたの」に国土交通省

所管の社会資本整備総合交付金を活用して、デジタルサイネージの整備を進めてまいりましたが、
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このほど整備が完了し、３月１日より稼働いたしております。平時は、町の情報や道路情報の発信

に活用と、道の駅「いたの」の情報をお知らせするとともに、災害時には、Ｊアラートや緊急災害

情報と連携を行い、本町だけではなく、徳島県北部の広域的な役割を持つ道の駅防災エリアを活用

した情報発信が可能となっており、引き続き、大災害時に備えた防災の機能強化を図ってまいりた

いと考えております。

以上、令和６年度の新規事業等について、概略をお話させていただきましたが、それぞれの事業

におきましては、各課でスムーズに対応ができるよう進めてまいります。

次に、「徳島県公立学校普通科における学区制の見直しについて」でございます。昭和４７年に

総合選抜（総選）制度の創設以降、５１年が経過いたしました。平成３０年３月には、板野町議会

で学区制廃止に関する意見書について可決を頂き、鳴門市・石井町とともに徳島県・県議会・県教

育委員会に要望書・意見書を提出し、８月には、第１回目となる有識者会議が開催され、その後も

引き続き、学区制の将来的な在り方について、議論を進めていただきました。その結果、県教委は、

令和３年度入試から城東高校が全県募集型に切り替えるなど、大きな進展が見られました。

この学区制の廃止については、令和５年５月には、就任後の後藤田新知事に対する要望、更には、

知事・市町村長懇話会の席で、また、令和５年９月には、鳴門市長・石井町長・本町副町長及び各

市町の議長で県知事に対し、要望書を提出させていただき、後藤田知事からは「重要テーマとして、

しっかり議論を進めたい。」と回答を頂いております。

来る３月２４日には、鳴門市で私も出席し「学区制について考える」と題したシンポジウムが開

催され、「まちづくりと学区制について」をテーマに座談会が開催されます。引き続き、粘り強く

要望を続け、学区制の廃止に向けて取り組んでまいります。

続きまして、「合計特殊出生率について」でございます。令和５年中における本町の合計特殊出

生率は１．５７で、平成２４年以降、最高の数値となりました。少子化問題は、全国で共通する課

題であり、令和５年１月から実施しております、出生時の１０万円給付事業、同年４月からの小中

学校へ入学時に１万円の給付事業を継続させていただきます。

さらには、令和６年４月からは、子どもはぐくみ医療における高校生の自己負担分についても、

無償化とするなど、板野町独自の取組を進めてまいります。また、令和７年度から１１年度までの

子育て支援に関連した、第３期となる板野町子ども子育て支援事業計画の策定を行いますが、板野

町で安心して、産み育てることが可能となるよう、引き続き、教育・保育・地域の子育て支援の充

実を図ってまいります。

次に、「あせび温泉やすらぎの郷について」でございます。去る２月９日の令和６年第１回板野

町議会臨時会におきまして、あせび温泉やすらぎの郷、入泉料につきまして、近年の物価高騰に対

応するため、入泉料をおおむね１００円値上げをさせていただくことで、可決を頂いたところでご

ざいます。あせび温泉につきましては、機械設備更新工事のため１月１５日から臨時休業とし、長

らく御不便をお掛けしましたが、機械のリニューアル工事が完了し２月２３日より営業を再開して
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おります。休業中は、皆様に御不便をお掛けしましたことをおわびいたしますとともに、皆様の御

来館を心よりお待ち申し上げております。

議員各位におかれましては、今申し上げましたことも含めまして、町政施策の執行につきまして

は、議員皆様方とも十分に御協議を申し上げながら誠心誠意、取り組んでまいりますので、今後と

も、御支援・御協力を賜りますよう、どうかよろしくお願いを申し上げます。

それでは、今定例会で御審議をいただきます案件につきまして、御説明を申し上げます。今定例

会での提出案件は、議案２４件でございます。

まず、議案第１号「板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て」、議案第２号が「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」、議案第

３号が「板野町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」でございます。

議案第１号では、正規職員の給料表の改正に伴い、職員間の均衡を図るため、会計年度任用職員

の給料表を改正し、併せて勤勉手当の支給が可能となるよう改正を行い、議案第２号・議案第３号

では、関連する条例の一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第４号につきましては「板野町国民健康保険税条例の一部改正について」でございま

す。国民健康保険税の資産割課税の料率を段階的に縮小しており、令和６年度から資産割課税を廃

止するための一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第５号につきましては「板野町介護保険条例の一部改正について」でございます。令

和６年度から令和８年度までの介護保険第１号被保険者の介護保険料について、現行の９段階から

１３段階に変更し、段階別の保険料額を設定するための一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第６号につきましては「板野町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」

でございます。令和５年５月に上位法である地方自治法が公布され、令和６年４月１日からの施行

に伴い、条ズレが生じたことから本町条例の一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第７号につきましては「板野町上水道事業給水条例の一部改正について」でございま

す。水道法に規定する給水装置の新設等の承認事項に係る権限が厚生労働省から国土交通省に移管

となることから、条例の一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第８号につきましては「令和５年度板野町一般会計補正予算（第１０号）」でござい

ます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４，６１８万５，０００円を増額し、補正後

の歳入歳出予算の総額をそれぞれ６８億１，５１４万円でお願いするものでございます。

今回の補正につきましては、歳入では、町税ほか各款の収入見込額や確定額の調整、また、歳出

では、令和５年度事業の完了を見込み、不用や追加となる予算の増減額の補正をお願いをするもの

でございます。

歳入の主な内容といたしましては１款町税で、個人課税分等の収入増によりまして８，２２０万

円、１０款の地方交付税、一般財源分として１億１，１７７万３，０００円の増額をそれぞれお願

いをいたしております。１３款使用料及び手数料で１，３０１万２，０００円、１４款の国庫支出
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金で１，４１１万９，０００円の減額をお願いをいたしております。１８款の繰入金で１３１万７，

０００円、２０款の諸収入で７２３万９，０００円の増額をお願いをいたしております。

歳出の主な内容といたしましては、各款での人件費に関する補正につきましては、職員手当や共

済費の減額等によるものでございます。また、その他事業に関する減額につきましても、事業が完

結したものや、コロナ感染症の影響により中止となったものでございます。２款の総務費で１，７

２６万６，０００円、３款の民生費では２，４５７万６，０００円、４款の衛生費では６７８万３，

０００円、７款の土木費では１，５７８万２，０００円、９款の教育費では２，９１６万４，００

０円の減額をそれぞれお願いをいたしております。１２款諸支出金では２億４，１７９万５，００

０円の増額をお願いをいたしております。第２表につきましては、繰越明許費補正として、会計事

務費ほか７件で１億８，０３８万１，０００円をお願いをいたしております。

次に、議案第９号につきましては「令和５年度板野町特別会計国民健康保険補正予算（第３号）」

についてでございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，０００円の増額補正をし、

補正後の歳入歳出の総額を１８億６，４７３万９，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１０号につきましては「令和５年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第２号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８１万７，０００円を増

額補正し、補正後の歳入歳出の総額を５０７万６，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１１号につきましては「令和５年度板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６００万円を増額補正し、補正後

の歳入歳出の総額を２億７０６万円でお願いするものでございます。

議案第１２号につきましては「令和５年度板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第３

号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１０万４，０００円を増額補正

し、補正後の歳入歳出の総額を１５億８，９１９万１，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１３号につきましては「令和６年度板野町一般会計予算」でございます。令和６年

度板野町一般会計歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ６０億６，０００万円でお願いするもので、

対前年度比で２億１，４００万円、率にして３．７％の増でございます。

本年度の当初予算につきましても、引き続き、できる限り経費節減、財源不足の補充補填に努め、

編成作業に努力をいたしました。今まで以上に、今後の国や県の動向を十分把握しながら、工夫を

加えた有効な予算執行に努めたいと存じます。

歳入の主なものといたしましては１款の町税で１４億８，２８９万１，０００円を見込んでおり、

対前年度比で１．０％の減でございます。２款の地方譲与税から９款の地方特例交付金までは、徳

島県から示された見込数値などに基づき、それぞれお願いをいたしております。１０款の地方交付

税につきましては１７億円、１３款の使用料及び手数料は１億６，１５３万円、この内訳として、

あせび温泉使用料で７，５６７万１，０００円、住宅使用料で６，４３８万２，０００円の収入見

込みでございます。１４款の国庫支出金は６億１，４２９万７，０００円、対前年度比で８．１％
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の増となっております。１５款の県支出金につきましては４億５，３７８万７，０００円でござい

ます。１８款の繰入金は、対前年度比で１７．６％増の６億６，１９５万５，０００円をお願いを

しており、減債基金繰入金が主な内容となっております。また、各事業に係ります２１款の町債発

行額は、老人憩の家耐震事業に係る民生債等を始めとする１億２，８２０万円で、対前年度比６．

４％の増でございます。

次に、歳出について説明をさせていただきますが、以下、各款項目での人件費に関しましては、

令和５年度実績によるものでございます。以下、主なものといたしましては１款の議会費は８，２

１０万６，０００円でございます。２款の総務費で７億５，５９５万１，０００円、対前年度比で

１６．８％の増となっております。３款の民生費は１９億７，１２８万９，０００円、対前年度比

で４．３％の増でございます。４款の衛生費では５億８，１５７万８，０００円で、清掃費で、中

央広域環境施設組合負担金として２億５，０６６万８，０００円が主なものとなっております。

５款の農林水産業費は８，７７６万円をお願いをいたしております。６款の商工費では１億３，

６４５万４，０００円をお願いしており、このうち２項の観光費において、観光温泉施設費が主な

ものでございます。７款の土木費につきましては２億４，１５０万８，０００円をお願いしており、

対前年度比で４．９％の減となっております。８款の消防費は２億４，８０９万２，０００円をお

願いしており、このうち板野西部消防組合分担金が主なものでございます。９款教育費は７億１，

４８４万７，０００円、１１款の公債費は４億３，６４２万５，０００円、１２款の諸支出金では

１項特別会計費で、国民健康保険特別会計ほか５会計への繰出金として６億９，７４３万７，００

０円、２項の基金費で、財政調整基金ほか１０の基金積立金として９，６５３万円をお願いをいた

しております。以上、歳入歳出の予算総額を６０億６，０００万円でお願いするものでございます。

第２表は、継続費で、クリーンセンター整備事業として、令和６年度と令和７年度の２か年で総

額１億５，８００万円をお願いをいたしております。

第３表、債務負担行為では、戸籍情報システム・戸籍附票システムの標準化・共通化移行事業に

つきまして、契約後、支出が次年度以降になる見込みのため、債務負担行為をお願いをいたしてお

ります。

第４表は、地方債として、老人憩の家耐震事業ほか五つの事業に充当するための総額１億２，８

２０万円をお願いをいたしております。

次に、議案第１４号につきましては「令和６年度板野町特別会計国民健康保険予算」でございま

す。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億８，７９４万６，０００円でございます。

歳入の主なものといたしましては１款の国民健康保険税は２億９，５９８万１，０００円、６款

の県支出金では１３億７０万４，０００円をお願いをいたしております。１０款の繰入金では１億

７，７６０万２，０００円でお願いをいたしております。

歳出の主なものといたしましては２款の保険給付費は１２億８，０９８万７，０００円をお願い

をいたしております。このうち１項療養諸費で１０億９，４７７万９，０００円、２項の高額療養
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費で１億８，０５０万２，０００円が主なものでございます。３款の国民健康保険事業費納付金で

は４億３，２０７万６，０００円をお願いしており、このうちの１項医療給付分で３億５０１万２，

０００円が主なものとなっております。

以上、歳入歳出の総額を１７億８，７９４万６，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１５号につきましては「令和６年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」

でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５６万５，０００円でお願いをいたし

ております。

歳入の主なものといたしましては２款諸収入で１９３万３，０００円をお願いしており、主には

貸付金の元利収入でございます。

歳出の主なものといたしましては２款諸支出金で１６２万４，０００円、一般会計への繰出金で

ございます。以上、歳入歳出の総額を２５６万５，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１６号「令和６年度板野町奨学金貸与事業特別会計予算」でございます。歳入歳出

予算の総額は、歳入歳出それぞれ６７７万円でお願いをいたしております。

歳入の主なものといたしましては１款の繰入金で、一般会計からの繰入金で４９４万４，０００

円をお願いをいたしております。

歳出の主なものといたしましては１款の貸付事業、奨学金と入学金の貸付金などで４９４万３，

０００円、２款の諸支出金では、一般会計への繰出金として１８２万６，０００円をお願いをいた

しております。以上、歳入歳出の総額を６７７万円でお願いをしております。

次に、議案第１７号につきましては「令和６年度板野町後期高齢者医療特別会計予算」でござい

ます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，７２８万２，０００円でございます。

歳入の主なものといたしましては１款後期高齢者医療保険料で１億５，４９０万８，０００円、

３款の繰入金では、一般会計からの繰入金６，２２２万６，０００円をお願いをいたしております。

歳出の主なものといたしましては２款納付金で、後期高齢者医療広域連合納付金として２億１，

５１６万１，０００円をお願いをいたしております。

以上、歳入歳出の総額を２億１，７２８万２，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第１８号につきましては「令和６年度板野町介護保険（保険事業）特別会計予算」で

ございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億４，４２５万円でございます。

歳入の主なものといたしましては１款保険料で２億８，０２８万１，０００円、３款の国庫支出

金で３億５，０１４万２，０００円、４款の支払基金交付金で３億６，８２５万１，０００円、７

款の繰入金では２億５，３２８万円をお願いをいたしております。

歳出の主なものといたしましては２款の保険給付費で１３億２，３４３万円をお願いをいたして

おります。以上、歳入歳出の総額を１４億４，４２５万円でお願いをするものでございます。

次に、議案第１９号につきましては「令和６年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計

予算」でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７７３万７，０００円でお願いを
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いたしております。歳入では１款のサービス収入で６５３万６，０００円、歳出では１款のサービ

ス事業費で７３３万８，０００円が主なものとなっております。

以上、歳入歳出の総額を７７３万７，０００円でお願いするものでございます。

次に、議案第２０号につきましては「令和６年度板野町下水道事業会計予算」でございます。

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、収入の総額を２億５，１５９万円、支出の総額を２億

１，３９３万５，０００円でお願いをいたしております。

次に、議案第２１号につきましては「令和６年度板野町水道事業会計予算」でございます。

第３条 収益的収入及び支出の予定額では、収入の総額を２億６，７６７万９，０００円、支出

の総額を２億６，６８７万１，０００円でお願いをいたしております。

議案第２２号につきましては「町道路線の認定について」でございます。公衆用道路として新２

路線について、町道路線の認定をお願いするものでございます。

議案第２３号・議案第２４号につきましては「人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることに

ついて」でございます。東地区及び南地区の委員さんがそれぞれ６月３０日付けをもって任期満了

となることから、法務大臣からの委任事務に時間を要することから、空白期間を避けるため、事前

に推薦をお願いするものでございます。

以上、今議会で御審議をお願いしております議案２４件につきまして、概略を御説明させていた

だきましたが、詳細につきましては、後日開催されます、各常任委員協議会及び本会議の議案審議

におきまして、御説明を申し上げますので、御審議を賜り、御議決・御同意くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げまして、私の施政方針並びに提案理由の説明とさせていただきます。どうか

よろしくお願いを申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 町長の施政方針並びに提案理由の説明が終わりました。

これで、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。

なお、本会議の再開は１２日、午前１０時となっております。なお、その間に５日には産業建設

常任委員協議会、６日には総務文教常任委員協議会、７日には厚生常任委員協議会が、それぞれ午

前１０時より委員会室で行われますので、お知らせを申し上げておきます。

午前１０時４３分 散会


